
 

別表 有資格者コード一覧 

技術士 技術士補 

＜建設部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 23 ＜建設部門＞ 

１ 土質及び基礎 24 ＜上下水道部門＞ 

２ 土質及び基礎以外の有資格者 25 ＜農業部門＞ 

＜上下水道部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 26 ＜森林部門＞ 

３ 上水道及び工業用水道 27 ＜水産部門＞ 

４ 下水道 28 ＜機械部門＞ 

＜農業部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 29 ＜電気電子部門＞ 

５ 農業農村工学（旧：農業土木を含む） 30 ＜衛生工学部門＞ 

６ 農村地域・資源計画（旧：農村環境を含む） 31 ＜情報工学部門＞ 

＜森林部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 32 ＜応用理学部門＞ 

７ 森林土木 33 ＜環境部門＞ 

８ 林業・林産（旧：林業を含む） RCCM 

＜水産部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 34 河川、砂防及び海岸・海洋 

９ 水産土木 35 港湾及び空港 

10 水産資源及び水域環境（旧：水産水域環境を含む） 36 道路 

＜機械部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 37 上水道及び工業用水道 

11 流体機器（旧：流体工学を含む） 38 下水道 

 

12 
機構ダイナミクス・制御（旧：交通・物流機械 

及び建設機械を含む） 

 

39 
 

農業土木 

 

13 
加工・生産システム・産業機械（旧：加工・ファクト 

リーオートメーション及び産業機械を含む） 

 

40 
 

森林土木 

14 （欠番） 41 水産土木 

15 上記以外の機械部門の有資格者 42 造園 

＜電気電子部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 43 都市計画及び地方計画 

16 電気電子部門の有資格者 44 土質及び基礎 

＜衛生工学部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 45 鋼構造及びコンクリート 

17 水質管理 46 建設環境 

18 廃棄物・資源循環（旧：廃棄物管理を含む） 47 上記以外の RCCM の有資格者 

19 （欠番）  

＜情報工学部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 

20 情報工学部門の有資格者 

＜応用理学部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 

21 地質 

＜環境部門＞又は＜総合技術監理部門の選択科目＞ 

22 環境部門の有資格者 



 

 その他 

48 一級建築士 75 第２種電気主任技術者 

49 二級建築士 76 第３種電気主任技術者 

50 測量士 77 環境計量士 

51 測量士補 78 エネルギー管理士 

 

52 
 

１級土木施工管理技士 
 

 

79 

公害防止管理者水質関係第１ 

種 

 

53 
 

２級土木施工管理技士（土木） 
公害防止管理者水質関係第２ 

種 

54 ２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装） 80 伝送交換主任技術者 

55 ２級土木施工管理技士（薬液注入） 81 線路主任技術者 

56 １級管工事施工管理技士 82 土地区画整理士 

57 ２級管工事施工管理技士 83 畑地かんがい技士 

58 １級建設機械施工管理技士 84 農業集落排水計画設計士 

59 ２級建設機械施工管理技士 85 農業土木技術管理士 

60 １級造園施工管理技士 86 地質調査技士 

61 ２級造園施工管理技士 87 土地家屋調査士 

62 下水道技術検定１種 88 司法書士 

63 下水道技術検定２種 89 不動産鑑定士 

64 下水道技術検定３種 90 不動産鑑定士補 

65 （欠番） 91 公認会計士 

66 推進工事技士 92 公認会計士補 

67 小規模ダム工事総括管理技術者 93 税理士 

68 ダム工事総括管理技術者 94 補償業務管理士 

69 地すべり防止工事士 95 木造建築士 

70 基礎施工士 96 中小企業診断士 

71 コンクリート主任技士 97 建築設備士 

72 コンクリート技士 98 構造設計一級建築士 

73 土木用コンクリートブロック技士 99 設備設計一級建築士 

74 第１種電気主任技術者 100 建築積算士（建設積算資格者） 

 

１人で重複できない資格は、次の番号の組合せ 

１と２ ３と４ ５と６ ７と８ ９と 10 

11～15 17 と 18 34～47 48 と 49 と 95 50 と 51 

52～55 56 と 57 58 と 59 60 と 61 62～64 

71 と 72 74～76 79①と② 89 と 90 91 と 92 

49 と 95 と 98 49 と 95 と 99  



 

また、技術士の資格について、次の表の左欄に掲げる資格を有するものは、右欄に掲げる資格を

有するものとみなします。 

機械部門（流体機械） 機械部門（流体工学） 

機械部門（建設、鉱山、荷役及び運搬機械） 機械部門（交通・物流機械及び建設機械） 

 

機械部門（機械設備） 
機械部門（加工・ファクトリーオートメー 

ション及び産業機械） 

衛生工学部門（廃棄物処理） 

衛生工学部門（廃棄物管理計画） 

 

衛生工学部門（廃棄物管理） 

 


